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雑

報
北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
七
年
一

O
月
二
七
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
法

l
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
を
素
材
と
し
て
|
」

報

告

者

尾

崎

一

郎

氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

出
席
者

名

本
報
告
は
、
分
譲
型
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
お
け
る
区
分
所
有
者
自
身

に
よ
る
集
団
的
意
思
決
定
や
利
害
調
整
(
お
よ
ぴ
住
民
間
の
騒
音
ト
ラ
ブ

ル
な
ど
の
近
隣
紛
争
の
処
理
過
程
)
を
素
材
に
し
て
、
横
浜
市
郊
外
の
一
一
一

二
O
戸
か
ら
な
る
あ
る
公
団
団
地
を
対
象
に
行
っ
た
実
態
調
査
の
結
果
に

依
拠
し
つ
つ
、
都
市
あ
る
い
は
新
興
住
宅
地
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お

け
る
社
会
秩
序
の
あ
り
よ
う
と
法
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

報
告
の
本
論
部
分
は
私
が
一
九
九
四
年
に
日
本
法
社
会
学
会
に
お
い
て
行

っ
た
報
告
(
『
法
社
会
学
』
(
一
九
九
五
)
四
七
号
一
六
三
一
六
七
頁
)

と
大
差
な
い
の
で
そ
ち
ら
を
御
参
照
願
い
た
い
。
こ
こ
で
は
、
北
大
法
学

会
に
お
け
る
報
告
を
な
す
際
に
新
た
に
冒
頭
に
付
加
し
た
、
私
が
こ
の
研

究
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
抱
い
て
い
た
(
そ
し
て
現
在
も
抱
い
て
い
る
)

「
一
般
的
な
問
題
関
心
」
を
略
述
す
る
(
た
だ
し
、
法
学
会
に
お
け
る
質

疑
応
答
は
主
と
し
て
本
論
部
分
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
)
。

* 

* 

* 

* 

戦
後
、
特
に
高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
日
本
の
法
と
社
会
に
お
い
て
、

六
本
佳
平
教
授
が
「
社
会
秩
序
の
法
化
」
と
名
付
け
た
「
社
会
構
造
に
内

在
す
る
秩
序
装
置
が
力
を
失
っ
て
、
当
事
者
を
直
接
に
と
り
ま
く
人
々
か

ら
な
る
紛
争
準
拠
集
団
の
機
能
が
低
下
し
、
国
家
の
法
シ
ス
テ
ム
の
規
範

や
手
続
き
や
制
裁
力
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
紛
争
の
解
決
が
困
難
と
な
る
傾

向
」
(
六
本
『
法
社
会
学
』
(
一
九
八
六
)
二
五

O
頁
)
が
生
ま
れ
て
い
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
そ
う
し
た
現
象
を
よ
り
詳

細
か
っ
実
証
的
に
検
討
す
る
た
め
、
か
つ
て
都
市
の
住
宅
地
に
お
け
る
近

北法47(1・387)387



報

隣
紛
争
の
処
理
過
程
を
実
態
調
査
を
交
え
て
分
析
し
、
①
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
共
同
体
に
お
い
て
、
そ
の
都
市
化
に
伴
い
、
伝
統
的
な
秩
序
維
持
メ
カ

ニ
ズ
ム
や
秩
序
原
理
が
相
当
程
度
消
滅
、
解
体
し
、
人
々
の
争
い
が
感
情

的
か
つ
長
期
的
な
も
の
に
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
②
し
か
し
、
国
家
法

シ
ス
テ
ム
や
法
原
理
が
伝
統
的
な
も
の
に
代
わ
る
秩
序
維
持
メ
カ
ニ
ズ
ム
、

秩
序
原
理
と
し
て
定
着
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
依
然
と
し

て
、
他
に
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
な
っ
た
時
に
、
ご
く
ま
れ
に
、
嫌
々
、
最

後
の
手
段
と
し
て
、
外
的
視
点
か
ら
道
具
的
・
戦
略
的
に
援
用
さ
れ
る
も

の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
③
従
っ
て
多
く
の
場
合
、
生
活
紛
争
は
一

方
当
事
者
の
転
居
な
ど
に
よ
る
事
実
上
の
終
結
に
頼
り
が
ち
な
こ
と
、
を

見
出
し
た
。

「
不
自
然
な
法
化
」
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、

社
会
の
統
合
、
規
範
、
秩
序
あ
る
い
は
モ
ラ
リ
テ
ィ
の
基
礎
的
担
い
手
と

し
て
、
そ
の
機
能
、
存
在
意
義
を
再
検
討
す
べ
き
な
の
が
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
然
な
法
化
」
が
達
成
さ
れ
た
社
会
に
お

い
て
は
、
各
行
為
者
が
、
公
共
的
事
項
や
紛
争
事
案
に
つ
い
て
、
主
体
的

か
つ
対
等
か
っ
自
由
な
立
場
か
ら
、
公
正
な
手
続
き
に
乗
り
つ
つ
、
正
当

性
を
付
与
さ
れ
た
ル

l
ル
を
引
照
し
な
が
ら
、
理
性
的
に
討
議
す
る
こ
と

(
そ
し
て
で
き
れ
ば
納
得
ず
く
の
合
意
に
至
る
こ
と
)
が
期
待
さ
れ
る
が
、

そ
の
た
め
に
は
、
各
行
為
者
が
、
議
論
の
対
象
で
あ
る
問
題
に
関
わ
る
情

雑

報
を
そ
の
歴
史
的
経
緯
や
関
連
す
る
諸
規
範
を
含
め
て
知
悉
し
て
お
り
、

当
該
問
題
に
対
し
て
持
続
的
な
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
事
実
上
不
可

欠
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
各
個
人
が
全
く
バ
ラ
バ
ラ
に
生
活
を
築
き
、

た
だ
機
能
的
に
の
み
結
び
つ
い
て
い
る
、
ま
た
そ
う
し
た
結
び
つ
き
と
解

体
と
が
そ
の
時
々
の
短
期
的
な
利
得
計
算
に
基
づ
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
、

あ
る
種
典
型
的
に
近
代
的
と
呼
ぴ
得
る
よ
う
な
関
係
で
は
な
く
、
地
域
に

根
ざ
し
た
結
合
(
そ
れ
に
は
当
然
歴
史
性
が
伴
っ
て
い
る
)
の
上
に
(
少

な
く
と
も
よ
り
容
易
に
)
成
り
立
つ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

私
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
機
能
や
構
造
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
日

本
社
会
に
お
い
て
「
自
然
な
法
化
」
が
実
現
さ
れ
る
た
め
の
現
実
的
な
条

件
を
実
証
的
に
探
求
す
る
こ
と
に
目
下
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
集
中
し
て
い
る
が
、

今
回
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
が
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
で
あ
る
。
こ
の
問

題
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

第
一
に
、
集
合
住
宅
は
伝
統
的
な
地
縁
か
ら
離
脱
し
た
人
々
が
様
々
な

場
所
か
ら
新
た
に
集
ま
っ
て
形
成
し
て
い
る
共
同
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
ま
で
何
も
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
人
々
が
寄

(
l
)
 

り
集
ま
る
こ
と
で
出
現
す
る
人
工
的
な
社
会
で
あ
り
、
「
自
然
な
法
化
」

の
実
現
可
能
性
を
探
究
す
る
の
に
関
連
因
子
を
操
作
可
能
な
ま
で
に
限
定

し
て
分
析
で
き
る
格
好
の
素
材
で
あ
る
。
こ
の
点
、
し
ば
し
ば
マ
ン
シ
ョ

ン
問
題
の
専
門
家
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
が
「
自
治
の
実
験
室
」
な
ど

北法47(1・388)388



と
表
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
の
当
事
者
側
か
ら
の
表
現
で
あ
る
と
言
え

る。

北海道大学法学部法学会記事

第
二
に
、
し
か
も
、
そ
う
し
た
「
人
工
的
な
社
会
」
は
ま
す
ま
す
広
が

り
つ
つ
あ
り
、
阪
神
大
震
災
に
よ
り
倒
壊
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
建
を
め

ぐ
る
住
民
間
の
意
思
統
一
の
困
難
さ
や
関
連
法
規
の
不
備
の
指
摘
が
相
次

い
で
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
ま
で
も
な
く
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
が
今
後
日

本
の
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

第
三
に
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
機
能
に
着
目
す
る
先
述
し
た
問
題
関

心
か
ら
す
れ
ば
、
今
後
の
研
究
の
、
す
で
に
相
当
程
度
議
論
の
蓄
積
の
あ

る
地
域
共
同
体
自
治
論
、
ま
ち
づ
く
り
論
な
ど
と
の
親
近
性
が
予
想
さ
れ

る
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
研
究
は
、
対
行
政
当
局
で
の
住
民
に
よ
る
決
定

権
限
の
確
保
と
そ
の
正
当
性
と
い
う
従
来
の
自
治
論
、
ま
ち
づ
く
り
論
の

基
本
視
角
か
ら
比
較
的
自
由
で
あ
り
、
余
計
な
価
値
判
断
や
思
い
入
れ
に

惑
わ
さ
れ
な
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
成
員
聞
の
相
互
行
為
過
程
を
軸
と
し
た

分
析
が
可
能
で
あ
る
。

(1)
こ
の
点
、
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
建
物
や

土
地
の
共
有
と
い
う
機
能
的
結
合
に
基
づ
く
「
社
会
集
団
」
性
と
、
同
一

建
物
、
敷
地
内
へ
の
居
住
に
よ
る
近
隣
関
係
の
形
成
と
い
う
寸
地
域
社
会
」

性
(
「
新
し
い
地
縁
」
)
と
が
併
在
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
本
来

分
析
的
に
は
別
の
、
し
か
し
現
実
の
社
会
で
は
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る

こ
の
二
つ
の
性
格
が
比
較
的
観
察
者
に
見
え
や
す
い
形
で
組
み
直
さ
れ
て

い
る
と
い
う
の
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
社
会
学
的
特
徴
で
あ
り
、
会
社
な
ど

の
機
能
的
結
合
の
み
か
ら
な
る
組
織
と
の
顕
著
な
差
違
で
あ
る
。

O
平
成
七
年
一
一
月
一
一
一
日
(
火
)
午
後
一
時
二
一

O
分
よ
り

「
国
民
国
家
の
二
つ
の
顔
」報
告
者

通
訳

出
席
者

ク
リ
ス
ト
ア
・
ミ
ュ
ラ

l

氏

(
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
名
誉
教
授
)

植

木

麹

子

氏

(
北
海
道
大
学
文
学
部
教
授
)
四
名

O
平
成
七
年
一
二
月
三
八
日
(
金
)
午
後
三
一
時
よ
り

J
筒
祉
国
家
論
か
ら
み
た
カ
ナ
ダ
医
療
政
策
の
展
開
」

新

川

敏

光

(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

報
告
者

出
席
者

北法47(1・389)389

氏
七
名



報

比
較
政
治
経
済
学
の
立
場
か
ら
の
福
祉
国
家
研
究
は
、
一
九
七

0
年
代

の
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
以
来
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
(
な
か
ん

ず
く
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
)
の
実
証
分
析
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
て
き
た
と
い
っ

て
過
言
で
は
な
い
。
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
社
会
権
と
し
て
の

福
祉
・
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
も
っ
て
制
度
的
福
祉
国
家
、
あ
る
い
は

社
民
的
福
祉
国
家
の
成
立
と
見
倣
し
、
こ
れ
と
対
照
的
に
市
場
的
競
争
・

自
助
原
則
に
よ
っ
て
福
祉
・
社
会
保
障
へ
の
公
的
介
入
を
最
小
限
に
抑
え

よ
う
と
す
る
タ
イ
プ
を
自
由
主
義
的
、
あ
る
い
は
残
浮
的
福
祉
国
家
と
呼

雑

.s; 
0 

カ
ナ
ダ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
と
も
に
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
と
し

て
分
類
さ
れ
て
き
た
。
移
民
国
家
と
し
て
の
両
国
に
お
け
る
自
助
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
強
さ
、
社
会
支
出
の
低
さ
、
制
度
的
福
祉
国
家
を
発
展
さ
せ
る

と
い
わ
れ
る
労
働
組
織
、
親
労
働
政
党
(
典
型
的
に
は
社
民
党
)
の
脆
弱

性
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
る
と
、
こ
う
し
た
類
型
化
は
あ
な
が
ち
誤
り
と

は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
々
具
体
的
な
政
策
、
と
り
わ
け
医
療

政
策
の
発
展
過
程
を
考
え
る
と
両
国
の
違
い
は
際
立
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
は
、
近
年
の
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
医
療
制
度
改
革
の
失
敗
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
今
な
お
国
民
皆
保
険
を
も
た
な
い
国
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
カ

ナ
ダ
は
一
九
五

0
年
代
に
は
病
院
保
険
、
一
九
六

0
年
代
に
は
医
療
保
険

を
連
邦
レ
ベ
ル
で
整
備
し
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
医
療
政
策
の
発
展
を
促
進
し
た
の
は
、
直
接
的
に
は

共
同
連
邦
党

(
C
C
F
、
後
の
新
民
主
党
)
と
い
っ
た
社
民
勢
力
で
あ
る
。

と
り
わ
け
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
の

C
C
F
政
府
は
、
病
院
保
険
、
医
療
保

険
と
も
に
全
国
に
先
駆
け
導
入
し
、
他
州
の
モ
デ
ル
・
ケ

l
ス
と
な
っ
た
。

サ
ス
カ
チ
ユ
ワ
ン
を
中
心
に
平
原
諸
州
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
，
コ
ロ
ン
ビ

ア
等
へ
制
度
が
波
及
し
て
い
く
に
つ
れ
、
連
邦
の
コ
ミ
ッ
ト
を
求
め
る
声

が
強
ま
っ
た
。
ま
た
小
党
な
が
ら
保
守
党
と
自
由
党
と
の
間
に
あ
っ
て
、

し
ば
し
ば
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
ボ

i
ト
を
握
っ
た
連
邦
C
C
F
/新
民
主

党
は
、
制
度
へ
の
世
論
の
圧
倒
的
支
持
を
背
景
に
普
、
通
主
義
的
医
療
政
策

の
実
現
を
め
ざ
し
、
自
由
党
政
府
に
圧
力
を
か
け
た
。

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
制
度
的
福
祉
国
家
が
発
展
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
以
上
に
分
権
的
性
格
の
強
い
カ
ナ
ダ
連
邦
制
を
指
摘
す
る
場
合

が
あ
る
が
、
皮
肉
に
も
カ
ナ
ダ
医
療
政
策
の
発
展
を
促
し
た
の
は
、
カ
ナ

ダ
特
有
の
連
邦
|
州
関
係
で
あ
っ
た
。
英
領
北
ア
メ
リ
カ
法
(
現
一
八
六

七
年
憲
法
)
に
よ
っ
て
、
保
健
に
関
す
る
事
柄
が
州
の
専
属
的
権
限
と
見

な
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
州
の
広
範
に
渡
る
自
主
課
税
権
が
州
単
独
レ
ベ
ル

で
の
先
行
実
験
を
可
能
に
し
た
。
さ
ら
に
連
邦
議
会
に
お
い
て
州
の
利
益

を
反
映
す
る
制
度
が
保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
連
邦
政
府
と

州
政
府
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
チ
ャ
ネ
ル
が
発
達
し
(
し
ば
し
ば

行
政
連
邦
制
と
呼
ば
れ
る
)
、
こ
れ
に
よ
っ
て
州
政
府
の
要
求
を
連
邦
政
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府
に
効
果
的
に
反
映
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
う

し
た
チ
ャ
ネ
ル
は
、
連
邦
州
の
関
係
各
省
の
協
調
を
生
み
出
す
こ
と
を

容
易
に
し
た
。

今
日
の
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
他
の
先
進
諸
国
同
様
財
政
逼
迫
か
ら
医

療
制
度
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
世
論
調
査
が
繰
り
返

し
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
、
医
療
制
度
は
カ
ナ
ダ
国
民
の
誇
り
で
あ
り
、

国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
と
ま
で
い
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
影
に
お
び
え

な
が
ら
も
、
「
生
命
の
価
値
を
市
場
に
委
ね
る
こ
と
に
は
あ
く
ま
で
反
対
」

と
い
う
カ
ナ
ダ
の
姿
勢
・
政
策
が
、
北
米
自
由
貿
易
圏
の
な
か
で
は
た
し

て
維
持
さ
れ
う
る
の
か
(
既
に
侵
食
さ
れ
て
い
る
と
の
報
告
も
あ
る
)
、

大
い
に
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
報
告
で
は
言
及
す
る
余

裕
が
な
か
っ
た
。

北海道大学法学部法学会記事

O
平
成
八
年
一
月
二
六
日
(
金
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
フ
ラ
ン
ス
社
会
住
宅
立
法
の
形
成
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出
巾
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者

古
口
ん

北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

τ』
<=1 

田

己

出
席
者

二
O
名

報
告
者
は
、
こ
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
住
宅
法
の
歴
史
的
展
開
過
程
に
関
す

る
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
で
の
主
題
は
、
①
非
衛
生
住
宅
問

題
と
法
、
②
高
家
賃
問
題
と
法
、
③
社
会
住
宅
立
法
の
三
つ
で
あ
る
。
本

報
告
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
③
を
対
象
と
し
、
一
九
世
紀
中
葉
に
始
ま
る
労

働
者
住
宅
供
給
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
住
宅
立
法
の

鳴
矢
で
あ
る
一
八
九
四
年
シ

l
ク
フ
リ
l
ド
法
の
成
立
を
経
て
、
公
的
主

体
に
よ
る
社
会
住
宅
供
給
の
方
向
に
踏
み
出
し
た
一
九
一
二
年
ボ
ン
ヌ
ヴ

氏

エ
イ
法
の
成
立
に
至
る
フ
ラ
ン
ス
社
会
住
宅
立
法
の
形
成
過
程
を
、
住
宅

政
策
に
関
す
る
諸
理
念
(
報
告
の
副
題
は
そ
れ
ら
を
示
し
て
い
る
)
の
対

抗
と
い
う
視
角
か
ら
描
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

一
九
世
紀
中
葉
に
は
、
企
業
を
主
体
と
す
る
労
働
者
住
宅
供
給
が
図
ら

れ
た
が
、
そ
こ
で
試
行
錯
誤
の
結
果
「
発
見
」
さ
れ
た
労
働
者
住
宅
の
範

型
は
、
戸
建
持
家
方
式
で
あ
っ
た
。
労
働
者
の
企
業
や
社
会
へ
の
統
合
H

寸
労
働
者
の
道
徳
化
」
を
図
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
最
も
適
合
的
な
住
宅

供
給
形
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
葉
の
時
期
に
は
、
か
か
る
経

験
を
踏
ま
え
つ
つ
、
民
間
の
自
発
性
と
フ
イ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ

l
の
理
念
を
強

調
し
た
労
働
者
住
宅
供
給
の
試
み
H
低
廉
住
宅
運
動
が
展
開
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
都
市
の
民
衆
は
左
翼
政
党
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
理
念
を
前

面
に
掲
げ
つ
つ
、
公
共
団
体
(
パ
リ
市
)
の
直
接
介
入
に
よ
る
労
働
者
住

宅
の
大
量
供
給
を
主
張
し
、
パ
リ
市
参
事
会
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
方

北法47(1・391)391 



報

向
の
是
非
を
め
ぐ
る
激
し
い
議
論
が
戦
わ
さ
れ
た
。

一
八
九
四
年
法
は
、
直
接
的
に
は
、
右
の
低
廉
住
宅
運
動
を
受
け
て
立

法
化
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
低
廉
住
宅
供
給
促
進
策
は
、
民
間
の
自
発
性

を
引
き
出
す
た
め
の
間
接
介
入
(
融
資
・
税
制
上
の
優
遇
措
置
)
に
限
定

さ
れ
、
か
っ
、
そ
れ
も
き
わ
め
て
微
温
的
な
も
の
に
止
め
ら
れ
た
。
ま
た
、

戸
建
持
家
で
の
住
宅
供
給
に
つ
い
て
の
助
成
措
置
も
設
け
ら
れ
た
が
、
こ

れ
も
な
お
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
立
法
は
、
こ
れ
ら
の

不
十
分
性
を
克
服
す
る
方
向
で
展
開
す
る
。
戸
建
持
家
取
得
の
促
進
に
つ

い
て
は
、
そ
の
た
め
の
法
適
用
対
象
の
拡
大
や
金
融
機
関
の
整
備
を
実
現

し
た
一
九

O
八
年
リ
ボ
法
が
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
公
的
介
入
の
強
化
に

つ
い
て
は
、
ニ
疋
の
低
廉
住
宅
に
つ
い
て
の
公
共
団
体
の
直
接
建
設
の
可

能
性
を
承
認
し
、
ま
た
、
低
廉
住
宅
公
社
を
創
設
し
た
一
九
一
一
一
年
法
が

決
定
的
な
意
義
を
有
す
る
。
こ
の
二
つ
の
方
向
で
の
立
法
展
開
は
、
改
革

の
性
格
が
異
な
る
だ
け
で
な
く
そ
の
推
進
主
体
も
異
な
り
(
一
九

O
八
年

法
は
議
会
内
の
保
守
派
に
担
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
一
九
一
一
一
年
法
は
左

派
に
担
わ
れ
た
)
、
両
者
は
、
相
互
に
補
完
的
な
性
格
と
い
う
よ
り
も
対

抗
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

公
的
主
体
に
よ
る
低
廉
住
宅
の
建
設
・
供
給
を
打
ち
出
し
た
一
九
一
一
一

年
法
が
成
立
し
え
た
背
景
に
は
、
間
接
的
介
入
に
よ
る
援
助
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
民
間
部
門
で
の
低
廉
住
宅
供
給
が
一
向
に
振
る
わ
な
い
と
い
う
現

雑

実
が
あ
っ
た
。

北法47(1・392)392

一
九
一
一
一
年
法
以
降
は
、
民
間
部
門
に
よ
る
供
給
の
試
み

は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
、
低
廉
住
宅
公
社
が
こ
の
領
域
で
の
活
動
を
独
占
的

に
担
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
を
拡
大
す
る
た
め
に
は
、
大

量
の
公
的
財
政
負
担
が
必
要
に
な
る
。
戦
間
期
に
は
、
そ
の
た
め
の
予
算

拡
大
も
試
み
ら
れ
る
が
、
大
恐
慌
勃
発
な
ど
で
そ
の
試
み
は
挫
折
し
、
結

局
、
現
実
の
住
宅
政
策
は
、
公
的
財
政
負
担
は
か
か
ら
な
い
安
易
な
家
貨

統
制
に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
措
置
は
、
労
働
者
住
宅

市
場
を
さ
ら
に
狭
隆
化
す
る
と
い
う
逆
機
能
を
も
た
ら
し
た
。

以
上
が
報
告
の
概
要
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
一
九
世
紀
の
企
業
に
よ

る
労
働
者
住
宅
供
給
の
試
み
に
つ
い
て
は
、
吉
田
「
フ
ラ
ン
ス
社
会
住
宅

立
法
の
源
流
」
利
谷
信
義
ほ
か
編
『
法
に
お
け
る
近
代
と
現
代
』
(
法
律

文
化
社
、
一
九
九
三
年
)
、
パ
リ
市
参
事
会
で
の
取
組
み
に
つ
い
て
は
、

吉
田
「
一
九
世
紀
末
期
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
住
宅
問
題
と
公
的
介
入
の
試

み
」
本
誌
本
号
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
れ
以
外
の
部
分
は
、
吉
田
『
フ

ラ
ン
ス
住
宅
法
の
形
成
|
|
住
宅
を
め
ぐ
る
国
家
・
契
約
・
所
有
権
』

(
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
近
刊
予
定
)
の
第
三
章
に
収
録
す
る
予
定
で
あ

ヲ
但
。


